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食品衛生法施行条例の一部改正（素案）に関する意見について
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内 容 に 関 す る 意 見

１．食品衛生法施行条例の一部改正（素案）に関する意見について

〇今回の食品衛生法施行条例の一部改正（素案）は、昨年１２月に発生

した冷凍食品への農薬混入事案を踏まえた管理運営基準の強化や食品

等苦情の保健所等への報告を盛り込んだ、国の「食品等事業者が実施

すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」の改正に伴うもの

であり、速やかな改正施行を求める。

２．食品衛生法施行条例の一部改正（素案）に係る道への意見について

〇今回、国の「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ

イドライン）」の改正ではＨＡＣＣＰ導入型基準の義務化は実現しなか

ったが、食品による健康被害根絶の観点から、道として国等の関係機

関に対し「ＨＡＣＣＰ導入型基準」の義務化を要請すべきである。

〇今回、従来型基準に加えＨＡＣＣＰ導入型基準が併記されると共に、

食品等に関する苦情の報告を追加することとしているが、今後施行条

例改正の実効性を担保するため、事業者に対する周知等を積極的に進

めるべきである。

〇道において毎年策定している「北海道食品衛生監視指導計画」の、平

成２７年度の同計画に「ＨＡＣＣＰ導入型基準」導入の進捗状況等の

項目を盛り込むべきである。


